
第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）現計画と素案（見直し後の計画）の主な見直し点（新旧対照表） 

 

（１）表題について 

   高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）が改正され、「保健事業」が「高齢者保健事業」に改められたことか

ら、計画の表題を変更しました。 

新（素案：見直し後の計画） 旧（現計画） 

第２期高齢者保健事業実施計画（データヘルス計画） 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

 

（２）各種統計資料等について 

   データヘルス計画に関連する計画及び統計資料について、最新の情報に更新しました。 

 

（３）「第Ⅳ章 今後の取組」に掲げる取組目標について 

計画の進捗状況、見直しの方向性及び埼玉県後期高齢者医療懇話会や市町村からのご意見を踏まえ、「取組の目標」を見直しまし

た。 

新（素案：見直し後の計画） 旧（現計画） 

(P.40) 

取組の目標『フレイル対策』 

（１）リーフレットを作成し、７５歳に到達した方への配布を

継続します。 

（２）歯科健診結果を活用したアウトリーチ型の介入支援を継

続します。 

(P.37) 

取組の目標『フレイル対策』 

（１）新たにリーフレットを作成し、平成３０年度から配布を

開始します。 

（２）平成３０年度から歯科健診結果を活用したアウトリーチ

型の介入支援を開始します。 

資料№２（別紙） 



新（素案：見直し後の計画） 旧（現計画） 

(P.42) 

取組の目標『生活習慣病の重症化予防』 

受診勧奨の取組を継続し、生活習慣病の重症化予防に努めま

す。 

(P.39) 

取組の目標『生活習慣病の重症化予防』 

平成３０年度から、健診結果を活用した医療機関への受診勧奨

を開始します。 

(P.43) 

取組の目標『適正受診・適正服薬の推進』 

（１）健康相談等訪問指導を毎年度実施し、改善割合８０％以

上を維持します。 

（２）適正服薬の推進に係る取組を継続します。 

(P.40) 

取組の目標『適正受診・適正服薬の推進』 

（１）健康相談等訪問指導を毎年度実施し、改善割合８０％以

上を維持します。 

（２）平成３１（２０１９）年度までに、適正服薬の推進に係

る取組を開始します。 

(P.44) 

取組の目標『医療費適正化の推進』 

（１）「医療費のお知らせ」の発行を継続します。 

（２）ジェネリック医薬品の数量シェアを８０％以上にします。 

(P.41) 

取組の目標『医療費適正化の推進』 

（１）「医療費のお知らせ」の発行を継続します。 

（２）平成３２（２０２０）年度までに、ジェネリック医薬品

の数量シェアを８０％以上にします。 

 



新（素案：見直し後の計画） 旧（現計画） 

(P.46) 

取組の目標『健康診査・歯科健診』 

（１）令和４（２０２２）年度までに、健診受診率を４０％以

上にします。また、全ての市町村の受診率を２０％以上に

引き上げます。 

（２）令和４（２０２２）年度までに、健康長寿歯科健診の受

診率を１０％以上にします。 

(P.43) 

取組の目標『健康診査・歯科健診』 

（１）平成３４（２０２２）年度までに、健診受診率を４０％

以上にします。また、全ての市町村の受診率を２０％以上

に引き上げます。 

（２）平成３１（２０１９）年度までに、健康長寿歯科健診の

受診率を１５％以上にします（暫定目標）。 

(P.47～48) 

７ 高齢者保健事業等の実施体制整備 

（１）市町村の健康増進事業への経費補助<継続> 

（２）市町村との意見交換<継続> 

（３）高齢者保健事業担当者研修会の開催<充実> 

（４）市町村の一体的な実施の取組への支援・連携＜新規＞ 

(P.44) 

７ 市町村との連携 

（１）市町村の健康増進事業への経費補助<継続> 

（２）市町村との意見交換<継続> 

（３）保健事業担当者研修会の開催<新規> 

 


